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5.2  作業状況の記録  

関係規程：法第18条の14、同第18条の20 ／  法施行規則第 16条の4 ／  

国マニュアル「2.2.4.⑶～⑷」、「4.15.1～4.15.2」  
 

元請業者・下請負人（又は自主施工者）は、作業の実施状況等を記録し※1、元請業者はそ

れらの情報から作業が作業計画に基づいて適切に行われていることを確認する必要がありま

す。 

 

 

    
 

保存期間  特定工事が終了するまでの間（電磁的記録による保存も可） ※2 

記録事項  

●特定粉じん排出等作業の実施状況※3（次の事項を含む。）  

 

○除去等の完了の確認をした年月日、確認の結果※4及び確認者の氏名  

（確認者が必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し※5を添

付）  

○作業基準の次の確認を行った年月日、確認方法、確認結果、確認者の氏名 ※3 

 

・  集じん・排気装置が正常に稼働していることの確認  

・  作業場及び前室が負圧に保たれていることの確認  

・  作業場の隔離を解くに当たって、アスベストが大気中へ排出等されるおそ

れがないことの確認  
 

※１  元請業者・下請負人（又は自主施工者）の誰がどの事項を記録するかは、工事の分担関

係に応じて決めておきます。 

※２  本記録は「7.1 作業結果の記録」の作成にあたって活用します。 

※３  表中の事項の他、作業基準の各規程に対応した当該作業の状況がそれぞれ確認できる

よう、写真、動画等を使用して作成します。 

※４  確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合はその内容も記録します。  

※５  建築物石綿含有建材調査者・工作物石綿含有建材調査者の講習修了証、令和5年

10月の事前調査者の義務付け適用前までの一般社団法人日本アスベスト調査診断協

会の登録証（ただし、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されてい

る者に限る）、石綿作業主任者技能講習の講習修了証を意味します（令和2年11月

30日付施行通知、令和５年６月23日付施行通知）。 
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